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第三者割当により発行された第16回新株予約権（行使価額修正条項及び行使停止条項付） 

の大量行使に関するお知らせ 

当社が2025年６月９日に発行した、EVO FUNDを割当先とする第16回新株予約権（以下「本新株予約権」と

いいます。）の2025年６月25日から６月27日までの期間における大量行使について、以下の通りお知らせい

たします。 

１． 銘柄名 株式会社セキド第16回新株予約権 

２． 
2025年６月25日からの交付

株式数 
50,000株 

３． 

2025年６月25日から行使さ

れた新株予約権の数及び新株

予約権の発行総数に対する行

使比率 

500個 

（発行総数 2,000個に対する割合：25.0 %） 

４． 
2025年６月９日時点におけ

る未行使新株予約権数 
2,000個（200,000株） 

５． 
現時点における未行使新株予

約権数 
1,500個（150,000株） 

※発行総数に対する割合は、小数点第２位を四捨五入しております。

６．2025年６月25日からの行使状況 

行使日 
交付株式数 行使価額 

（円） 

行使された新株予

約権の個数（個） 新株（株） 移転自己株式（株） 

６月25日（水） － － 1,094 － 

６月26日（木） － － 1,094 － 

６月27日（金） 50,000 － 1,192 500 

※対象月の前月末時点における発行済株式数：2,040,928株（うち自己株式数：3,586株）

※注：本新株予約権は、６月 27 日時点で発行決議日の取引所における終値以上の行使価額であるため、買取

契約に定められたとおり、制限超過行使が可能です。 

なお、本新株予約権の発行に関する詳細につきましては、2025 年５月 23 日公表の「第三者割当により発

行される第 15 回乃至第 17 回新株予約権(行使価額修正条項及び行使停止条項付) の発行及び新株予約権

の第三者割当契約の締結に関するお知らせ」をご参照下さい。 

以 上 


